
資料１ 

プラチナくるみんマーク 

「くるみん」認定について 

 

✦ 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定・届出等を行った事

業主のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の要件を満たした事業主は、都道府県労働

局への申請により、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができます。 

認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マーク（愛称「くるみん」）を商品や 

広告などに付すことができ、「子育てサポート企業」であることを PRすることや優秀な人材 

の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。 

 

✦ 「くるみん」認定の認定基準は「男性の育児休業等取得率」や「労働時間等の働き方」等 

  10項目あり、それらをすべて満たす必要があります。（認定基準の詳細については裏面を 

ご覧ください） 

さらに、平成 27年 4月 1日から、「くるみん」認定を受けた事業主のうち、より高い水準の

取組を行い、一定の要件を満たした場合に認定される「プラチナくるみん」認定ができました。 
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「くるみん」「プラチナくるみん」認定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


